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年金納付オーダーレター 

 基本的データのチェック 

顧客のオーダーレターの資料

と、特許公報資料と、所内デー

タベースを対照し、資料の正確

さを厳重に確認する。 

顧客へのお問い

合わせ、再確認 
納付期限の確認 

1. 特許証書代、第 1年度特許年金の不納 

回復請求期限：納付期限の満了後 6ヶ月以内 

追納金額：特許証書代+ 2倍の第 1年度特許年金 

2. 第 2年度以降の特許年金の不納 

法定納付期間の満了後 6ヶ月以内： 

1ヶ月につき特許年金の倍まで（月割増 20％）を追納 

法定納付期間の満了後 1年 6ヶ月以内： 

納付金額：特許年金の 3倍 
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年金納付書面報告書の提出 

年金納付の管理ファイルの作成 

爾後、各年度の年金に関し

て 納付期限日三ヶ月以前

に顧客へ通知を出す。 

 年金納付作業の流れ 

 


